
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒介条件表 

貸付業者の名称 

 

登録番号 

電話番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 

第参号投資事業有限責任組合 

東京都知事（1）第 31881 号 

03-6268-0349 

https://www.jis.co.jp 

媒介の種類 手形貸付 

媒介手数料の 

計算方法 

（媒介手数料の

割合を含む。） 

貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額 

 

媒介手数料率＝5.0％（上限） 

媒介先の貸付利

率又は割引率 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済方

式 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済期

間 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済回

数 
媒介先の条件による。 

媒介先業者名 媒介先による。 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 

名  称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号 03-5739-3861 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒介条件表 

貸付業者の名称 

 

登録番号 

電話番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 

第参号投資事業有限責任組合 

東京都知事（1）第 31881 号 

03-6268-0349 

https://www.jis.co.jp 

媒介の種類 証書貸付 

媒介手数料の 

計算方法 

（媒介手数料の

割合を含む。） 

貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額 

 

媒介手数料率＝5.0％（上限） 

媒介先の貸付利

率又は割引率 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済方

式 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済期

間 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済回

数 
媒介先の条件による。 

媒介先業者名 媒介先による。 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 

名  称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号 03-5739-3861 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒介条件表 

貸付業者の名称 

 

登録番号 

電話番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 

第参号投資事業有限責任組合 

東京都知事（1）第 318881 号 

03-6268-0349 

https://www.jis.co.jp 

媒介の種類 極度方式貸付 

媒介手数料の 

計算方法 

（媒介手数料の

割合を含む。） 

貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額 

 

媒介手数料率＝5.0％（上限） 

媒介先の貸付利

率又は割引率 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済方

式 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済期

間 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済回

数 
媒介先の条件による。 

媒介先業者名 媒介先による。 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 

名  称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号 03-5739-3861 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒介条件表 

貸付業者の名称 

 

登録番号 

電話番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 

第参号投資事業有限責任組合 

東京都知事（1）第 31881 号 

03-6268-0349 

https://www.jis.co.jp 

媒介の種類 手形割引 

媒介手数料の 

計算方法 

（媒介手数料の

割合を含む。） 

貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額 

 

媒介手数料率＝5.0％（上限） 

媒介先の貸付利

率又は割引率 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済方

式 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済期

間 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済回

数 
媒介先の条件による。 

媒介先業者名 媒介先による。 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 

名  称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号 03-5739-3861 



 

 

媒介条件表 

貸付業者の名称 

 

登録番号 

電話番号 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 

第参号投資事業有限責任組合 

東京都知事（1）第 31881 号 

03-6268-0349 

https://www.jis.co.jp 

媒介の種類 売渡担保 

媒介手数料の 

計算方法 

（媒介手数料の

割合を含む。） 

貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額 

 

媒介手数料率＝5.0％（上限） 

媒介先の貸付利

率又は割引率 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済方

式 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済期

間 
媒介先の条件による。 

媒介先の返済回

数 
媒介先の条件による。 

媒介先業者名 媒介先による。 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 

名  称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

所 在 地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 

電話番号 03-5739-3861 


